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平成21・22年度埼玉県建設工事請負等競争入札参加資格者格付要領

第１ 趣旨

この要領は、埼玉県建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程（平成６

年埼玉県告示第1108号。以下「規程」という ）第８条に基づき格付を行うに当たっ。

て、必要な事項を定めるものとする。

第２ 格付方法

格付は、第３に定める資格審査数値及び第６に定める技術者数を基に第７に定める

格付基準に従って業種ごとに行うものとする。

第３ 資格審査数値

資格審査数値は、第４に定める客観的事項の審査数値及び第５に定める県による評

価点数値を合計した数値とする。

第４ 客観的事項の審査数値

客観的事項の審査数値は、建設業法（昭和24年法律第100号）第27条の23に規定す

る経営事項審査の総合評定値（規程第８条に定める項目のうち経営規模、経営状況、

技術力及びその他の審査項目（社会性等）を、平成20年国土交通省告示第85号（以下

「国土交通省告示」という ）第二に定める基準（以下「国土交通省告示に定める基。

準という ）に従って審査し、同告示並びに平成20年1月30日付け国総建第269号「経。

営事項審査の事務取扱について」及び同別紙「経営規模等評価の結果を評点で表す方

法 （以下「事務取扱別紙」という ）により算出した評点）とする。」 。

ただし、中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）に基づく事業協同組合及

び企業組合並びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第185号）に基づ

く協業組合（以下「協同組合等」という ）のうち、建設業法第３条の規定による許。

可を受け、かつ、官公需適格組合の証明を受けた者であって資格審査に係る工事種別

の官公需適格組合の算出方法の特例を希望する者 以下 官公需適格組合 という )（ 「 」 。

及び経常建設共同企業体については、それぞれ次のとおり取り扱うものとする。

１ 官公需適格組合

(1) 経営規模及び技術力の審査は、当該組合と５以内の組合員（規程第６条第４項

表中官公需適格組合が申請する場合の書類欄の「組合員」をいい、当該組合の理

事並びに当該組合の理事又は組合員が代表者となっている法人を含む。以下同

じ ）の次に掲げる事項の合計値を用いて、国土交通省告示に定める基準に準じ。

て行う。
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ア 工事の種類別年間平均完成工事高

イ 工事の種類別元請年間平均完成工事高

ウ 自己資本の額

エ 利益額

オ 技術職員の数

(2) 経営状況及びその他の審査項目（社会性等）の評点は、当該組合と５以内の組

合員の事務取扱別紙に定める当該評点の平均値（小数点以下第１位を四捨五入し

た数値）とする。

２ 経常建設共同企業体

(1) 経営規模及び技術力の審査は、当該経常建設共同企業体の構成員（以下 「構、

成員」という ）の次に掲げる事項の合計値を用いて国土交通省告示に定める基。

準に準じて行う。

ア 工事の種類別年間平均完成工事高

イ 工事の種類別元請年間平均完成工事高

ウ 自己資本の額

エ 利益額

オ 技術職員の数

(2) 経営状況及びその他の審査項目（社会性等）の評点は、各構成員の事務取扱別

紙に定める当該評点の平均値（小数点以下第１位を四捨五入した数値）とする。

第５ 県による評価点数値

県による評価点数値は 次に定める項目の数値の合計値とし 資格審査の申請日 以、 、 （

下「資格審査申請日」という ）において建設業法に規定する主たる営業所が埼玉県。

内にある者（以下「県内業者」という ）に対して配点又は減点する。。

１ 工事成績評価点

(1) 工事成績評価点は、申請業種ごとに配点する。

(2) 工事成績評価点は、平成18年度及び19年度に埼玉県土木工事成績評定要領（昭

和48年4月20日施行 、埼玉県建築工事成績評定要領（昭和59年4月1日施行 ）及。） 。

び埼玉県企業局建設工事成績評定要領（昭和48年10月1日施行 ）に基づき評定し。

た工事成績評点のうち、(3)に定める工事成績評点を合計し当該工事件数で除し

（ 、 。て得た数値 算出された数値に１点未満の端数があるときは これを切り捨てる

以下 「平均点数」という ）を次表の区分により算出した数値とする。、 。

工事成績 ７９点以上 ８１点以上 ８３点以上 ８５点以上 ８７点以上 ８９点以上

８１点未満 ８３点未満 ８５点未満 ８７点未満 ８９点未満

２０ ４０ ６０ ８０ １００ １２０配 点
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(3) 工事成績評点は、上記工事成績評定要領に基づき評定した全ての工事に対する

評点を評価対象とする。

(4) 協同組合等及び経常建設共同企業体に係る平均点数は、当該協同組合等及び経

常建設共同企業体として評定した工事成績評点を評価対象とする。

(5) 特定建設共同企業体に係る工事成績評点は、当該特定建設共同企業体を構成す

る県内業者に対してそれぞれ評価対象評点とする。

２ 優秀工事表彰評価点

(1) 優秀工事表彰評価点は、平成19年度及び20年度に埼玉県優秀建設工事施工者表

彰要綱（昭和62年4月23日施行 、埼玉県県土づくり優秀建設工事施工者表彰要綱）

（平成14年9月17日施行 、埼玉県農林部優秀建設工事施工者表彰要綱（平成14年）

10月9日施行）及び埼玉県企業局優秀施工業者等表彰要綱（平成14年12月13日施

行）に基づき表彰された工事に該当する申請業種に対して、次表の区分による配

点に受賞回数を乗じて得た数値を配点する。ただし、80点を上限とする。

埼玉県優秀建設工事 埼玉県優秀建設工事 埼玉県県土づくり優秀建設

優秀工事 施工者表彰要綱に基づ 施工者表彰要綱に基づ 工事施工者表彰要綱、埼玉県

表彰の区 く表彰により 優秀賞 く表彰により「特別奨 農林部優秀建設工事施工者表「 」

分 を受賞した者 励賞」を受賞した者 彰要綱及び埼玉県企業局優秀

施工業者等表彰要綱に基づく

表彰を受賞した者

配 点 ４０ ３０ ２０

(2) 協同組合等及び経常建設共同企業体に係る優秀工事表彰評価点は、当該協同組

合等及び経常建設共同企業体としての受賞を評価対象とする。

(3) 特定建設共同企業体に係る優秀工事表彰は、当該特定建設共同企業体を構成す

る者に対する評価対象としない。

３ 品質管理評価点

(1) 品質管理評価点は、建設工事の施工について、資格審査申請日において(財)

日本適合性認定協会（以下「ＪＡＢ」という ）又はＪＡＢと相互認証している。

認定機関に認定されている審査登録機関が認証したＩＳＯ の認証を取得し９００１

ている者を対象とし、全ての申請業種に30点を配点する。

(2) 協同組合等については、当該協同組合等としての認証取得を評価対象とする。

(3) 経常建設共同企業体については、出資比率が最大の者若しくは出資比率が同率

の場合はいずれか一方の者が認証取得している場合を評価対象とする。
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４ 技術者数に関する評価点

(1) 技術者数に関する評価点は、申請業種ごとに配点する。

(2) 技術者数に関する評価点は、資格審査基準日において技術者を常勤雇用する者

に対し下記により配点する。ただし、80点を上限とする。

１級相当技術者 ２級相当技術者

配 点 １人当たり５点 １人当たり２点

５ 環境への配慮等に関する評価点

(1) 環境への配慮等に関する評価点は、資格審査申請日時点において、下記の条件

のいずれか満たす者を対象に全ての申請業種に対し10点を配点する。

① 埼玉県エコアップ認証制度による認証を受けた者。

② ＪＡＢ又はＪＡＢと相互認証している認定機関に認定されている審査登録機

関が認証したＩＳＯ の認証を取得している者１４００１

(2) 協同組合等については、当該協同組合等として前記(1)の要件を満たしている

場合を評価対象とする。

(3) 経常建設共同企業体については、出資比率が最大の者若しくは出資比率が同率

の場合はいずれか一方の者が認証取得している場合を評価対象とする。

６ 建設業労働災害防止協会加入評価点

(1) 建設業労働災害防止協会加入評価点は、資格審査申請日時点において建設業労

、 。働災害防止協会に加入している者を対象とし 全ての申請業種に10点を配点する

(2) 協同組合等については、当該協同組合等としての加入を評価対象とする。

(3) 経常建設共同企業体については、全ての構成員が加入している場合を評価対象

とする。

７ 障害者雇用評価点

(1) 障害者雇用評価点は、次の者を対象に全ての申請業種に10点を配点する。

ア 障害者の雇用の促進等に関する法律第43条に係る報告義務がある場合で、資

格審査申請日直近の６月１日現在において雇用する障害者の数が法定雇用障害

者数以上であり、主たる事務所を管轄する公共職業安定所に障害者の雇用に関

する報告書の写しを提出した者。

イ 障害者の雇用の促進等に関する法律第43条に係る報告義務がない場合で、資

格審査申請日時点において障害者を１人以上雇用し、障害者雇用の証明書を提

出した者。

(2) 協同組合等については、当該協同組合等として前記(1)の要件を満たしている

場合を評価対象とする。
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(3) 経常建設共同企業体については、全ての構成員が前記(1)の要件を満たしてい

る場合を評価対象とする。

８ 企業合併評価点

企業合併評価点は、県内業者であって本県の入札参加資格業者同士の合併・事業

譲渡（建設業の一切）があった場合で、新たに設立された会社、存続会社及び譲渡

を受けた会社を対象とし、全ての申請業種に対して以下の数値を配点する。

(1) 名簿登載日時点で、合併・営業譲渡の日から３年以内 30点

(2) 名簿登載日時点で、合併・営業譲渡の日から３年を超え５年以内 15点

９ 防災協定等社会的貢献評価点

(1) 防災協定等社会的貢献評価点は、資格審査申請日時点において、下記の条件の

いずれか満たす者を対象に全ての申請業種に対し下記により配点する。

ア 県と災害時における防災活動について定めた防災協定等を締結し、防災活動

に一定の役割を果たす者 30点

イ 埼玉県地域防災サポート企業・事業所登録制度により地域防災サポート企業

・事業所として登録した者 10点

(2) 協同組合等については、当該協同組合等としての締結等を評価対象とする。

(3) 経常建設共同企業体については、全ての構成員が締結等している場合を評価対

象とする。

10 子育て支援推進等社会的貢献評価点

(1) 子育て支援推進等社会的貢献評価点は、資格審査申請日時点において、下記の

条件を満たす者を対象に全ての申請業種に対し①、②の条件毎に各５点を配点す

る。

①「次世代育成支援対策推進法」に基づく「一般事業主行動計画」を策定、厚生

労働大臣に届出し、又は同法第13条に基づく厚生労働大臣の認定を受けた者。

②「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

、 。の規定を上回る育児制度を就業規則等で規定し 労働基準監督署に届け出た者

(2) 協同組合等については、当該協同組合等として前記(1)の要件を満たしている

場合を評価対象とする。

(3) 経常建設共同企業体については、全ての構成員が前記(1)の要件を満たしてい

る場合を評価対象とする。
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11 指名停止等評価点（減点）

(1) 平成19年度及び平成20年度に建設工事について本県から文書警告又は指名停止

（以下 「指名停止等」という ）を受けた者は、全ての申請業種に対し下記によ、 。

り減点する。指名停止を複数回受けた者は、それぞれの期間を合算し下記により

減点する。

①文書警告 10点

②指名停止

指名停止 ２か月未満 ２か月以上 ４か月以上 ６か月以上 １年以上 １年６か月
の期間 ４か月未満 ６か月未満 １年未満 １年６か月 以上

未満

１０ ２０ ３０ ６０ ８０減 点 ４０

(2) 協同組合等及び経常建設共同企業体については、当該協同組合等又は経常建設

共同企業体を原因とした指名停止等を当該協同組合等又は経常建設共同企業体が

受けた場合を評価対象とする。

(3) (1)の①による文書警告と同一の事項により指名停止を受けた場合には、①の

減点は行わないものとする。

第６ 技術者数

１ 第５に定める項目のうち、１級相当技術者及び２級相当技術者の数は、規程第２

条第８項イに定める資格審査基準日の経営事項審査における総合評定値通知書の技

術職員数の一級欄及び二級欄にそれぞれ記載された者の数とする。

２ 第７に定める項目のうち、土木工事業、建築工事業の１級相当技術者数は、規程

第２条第８項イに定める資格審査基準日の経営事項審査における総合評定値通知書

の技術職員数の一級欄に記載された者の数とする。

３ １及び２について官公需適格組合及び経常建設共同企業体の技術者数は、第４の

１(1)及び２(1)による技術者数の合計値とする。
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第７ 格付基準

１ 土木工事業

格付 基 準

資格審査数値が1100点以上であって、かつ、１級相当技術者の数が
Ⓐ級

人以上である者１０

資格審査数値が840点以上であって、かつ、１級相当技術者の数が
Ａ級

３人以上である者（Ⓐ級に該当する者を除く ）。

資格審査数値が700点以上であって、かつ、１級相当技術者の数が
Ｂ級

１人以上である者（Ⓐ級及びＡ級に該当する者を除く ）。

資格審査数値が610点以上である者（Ⓐ級、Ａ級及びＢ級に該当する
Ｃ級

者を除く ）。

Ｄ級 Ⓐ級、Ａ級、Ｂ級及びＣ級に該当しない者

２ 建築工事業

格付 基 準

資格審査数値が1100点以上であって、かつ、１級相当技術者の数が
Ⓐ級

８人以上である者

資格審査数値が840点以上であって、かつ、１級相当技術者の数が
Ａ級

５人以上である者（Ⓐ級に該当する者を除く ）。

資格審査数値が700点以上であって、かつ、１級相当技術者の数が
Ｂ級

２人以上である者（Ⓐ級及びＡ級に該当する者を除く ）。

資格審査数値が580点以上であって、かつ、１級相当技術者の数が
Ｃ級

１人以上である者（Ⓐ級、Ａ級及びＢ級に該当する者を除く ）。

Ｄ級 Ⓐ級、Ａ級、Ｂ級及びＣ級に該当しない者
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３ 電気工事業

格付 基 準

Ａ級 資格審査数値が810点以上である者

Ｂ級 資格審査数値が660点以上810点未満である者

Ｃ級 資格審査数値が660点未満である者

４ 管工事業

格付 基 準

Ａ級 資格審査数値が810点以上である者

Ｂ級 資格審査数値が660点以上810点未満である者

Ｃ級 資格審査数値が660点未満である者

５ ほ装工事業

格付 基 準

Ａ級 資格審査数値が910点以上である者

Ｂ級 資格審査数値が750点以上910点未満である者

Ｃ級 資格審査数値が750点未満である者

６ その他の業種（土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業及びほ装工事業

以外の業種）

格付 基 準

Ａ級 資格審査数値が770点以上である者

Ｂ級 資格審査数値が640点以上770点未満である者

Ｃ級 資格審査数値が640点未満である者
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第８ 格付の変更

規程第11条に定める参加資格の有効期間内においては、格付の変更は行わないもの

とする。ただし、規程第13条に定める参加資格の再審査を受けた者又は埼玉県建設工

事請負等競争入札参加者資格審査会の議を経たときは、この限りではない。

第９ 格付等の公表

競争入札参加資格及び競争入札参加資格者名簿の有効期間中、埼玉県ホームページ

及び次に掲げる場所において、有資格者の格付、資格審査数値、客観的事項の審査数

値、県による評価点数値及び第７に係る１級相当技術者の数を公表する。

１ 埼玉県総務部入札審査課

２ 埼玉県県政情報センター

３ 埼玉県各県土整備事務所


